
原子力発電所敷地周辺の活断層の連動に係る事業者意見に対する委員意見及び保安院の見解

平成２４年３月３０日
原子力安全・保安院

連動 追加調査 地震動

北海道電力
(株)

泊発電所 ・敷地前面海域の断
層群と黒松内低地
帯－八雲断層

・追加調査結果が確認されるまで
は、敷地前面海域の断層群（約９
８ｋｍ）の連動を考慮した地震動
評価を実施。
・念のため、敷地前面海域の断層
群（約９８ｋｍ）と陸域の黒松内低
地帯－八雲断層（約６６ｋｍ）の同
時活動を考慮した地震動評価を
実施。

・岩内堆東撓曲の南方及び黒松
内低地帯北部について、音波探
査記録が不鮮明なこと及び海成
段丘面のデータが少ないこと等
を踏まえ、更なるデータ拡充を目
的に、陸域及び海域の追加調査
を実施。
(調査期間；陸域は２～３ヶ月予
定、海域は早期の完了できるよ
う計画中）

・敷地前面海域の断層群（約９８ｋｍ）
の連動を考慮した地震動評価を実施
（４月中旪）
・念のため、敷地前面海域の断層群
（約９８ｋｍ）と陸域の黒松内低地帯－
八雲断層（約６６ｋｍ）までの地震動評
価を実施（上記評価より少し遅れる見
込み）

・敷地前面海域の南方延長陸域において、海成段丘面等に有意な高度差が無いとして活動性の判断を行うので
あれば、確実な段丘面高度の把握等、さらなるデータ拡充が必要である。
・黒松内低地帯の断層群の北端については、音波探査記録が不鮮明である等明確に把握されていないので、更
なる追加調査が必要である。
・現在の不十分なデータでは、敷地前面海域の断層群と黒松内低地帯－八雲断層について、同時活動を考慮せ
ざるをえない。

・敷地前面海域の断層群と黒松内低地帯－八雲断層については、明確に連続性が否定でき
ないのであれば、同時活動を考慮して、地震動評価が必要。（既に２月２８日の意見聴取会に
て見解を示している。）
（要検討事項；同時活動を考慮した地震動評価結果について、その妥当性について確認が必
要。）

東北電力(株) 東通原子力発電
所

- - - - -

・敷地周辺に認められる耐震設計上考慮する活断層については、地質構造上の観点等から
連動を考慮する必要は無い。

女川原子力発電
所 -

- - - -

・敷地周辺に認められる耐震設計上考慮する活断層については、地質構造上の観点等から
連動を考慮する必要は無い。

中部電力(株) 浜岡原子力発電
所

- - - - -

・平成24年４月頃に予定されている地震調査研究推進本部による南海トラフの地震の長期評
価の検討や中央防災会議における検討を考慮して地震動を策定する必要がある。

関西電力(株) 美浜発電所、大
飯発電所

・大陸棚外縁－Ｂ－
野坂断層と敦賀断
層、集福寺断層

・大陸棚外縁～Ｂ～野坂断層は、
すでに連動を考慮している。
・大陸棚外縁～Ｂ～野坂断層と敦
賀断層は、走向が大きく異なって
おり、T字状に分布をしている。
・地震本部の公表内容としては、
野坂・集福寺断層帯が北西南東
系で、野坂の南東端部が、湖北
山地断層帯（事業者でいう敦賀断
層）の北西部のところと交差して
いる。
・地質構造上、大陸棚外縁～Ｂ～
野坂断層と敦賀断層は連動しな
い。

- -

・敦賀断層と野坂断層は、共役断層なので、どちらかが全部動けば、もう一つは多少動く可能性はあるが、両方が
フルスケールの地震を起こすことまでは考えなくても良い。
・野坂断層と集福寺断層は、同じような走向であり、間に敦賀断層があるが、間隔がそんなに離れていないので、
連動を考慮すべきではないか。
・集福寺断層は、推本であれば活断層と認定するだろうが、後期更新世以降に動いた証拠はおそらく無いので、
その取扱いについて検討しておいた方が良い。
・集福寺の周りには、南側に駄口断層と路原断層があって、特に駄口は寛文のころに動いている。寛文と同じかど
うかわからないけれども、動いている。路原も多分十数世紀以降動いているわけです。そういうものが動いてしま
うと、ひずみを解消しているので、集福寺は動かなくてもいい。

（要検討事項；敦賀断層と野坂断層、野坂断層と集福寺断層については、連動させる必要があ
るか否か、検討が必要。）

・大陸棚外縁－Ｂ－
野坂断層と白木－
丹生断層

・大陸棚外縁～Ｂ～野坂断層と白
木－丹生断層は不連続であり、
大きく走向が異なる。
・野坂断層とB断層南部はほぼ鉛
直左横ずれであるのに対して、白
木－丹生断層は東傾斜の逆断層
であり、地下の深部では断層が離
れる傾向にある。
・地質構造上、大陸棚外縁～Ｂ～
野坂断層と白木ー丹生断層とは
連動しない。

- -

・白木－丹生とB断層は、どちらかが動けば応力を解放するという位置関係にあるので、連動は考えにくい。 ・大陸棚外縁－Ｂ－野坂断層と白木－丹生断層については、連動を考慮する必要は無い。

・大陸棚外縁－Ｂ断
層－野坂断層とＣ断
層

・大陸棚外縁～B～野坂断層とＣ
断層は不連続であり、走向の斜
交角度は50度程度と大きく異な
る。
・野坂断層とB断層南部はほぼ鉛
直左横ずれであるのに対して、Ｃ
断層は東傾斜の逆断層であり、
地下では断層が離れていく関係
にある。
・地質構造上、大陸棚外縁～Ｂ～
野坂断層とＣ断層とは連動しな
い。

- -

・Ｃ断層南部とＢ断層－野坂断層の間には基盤の高まりがあり、Ｃ断層と野坂断層の連動は考慮すべきではない
か。

（要検討事項；Ｃ断層とＢ断層－野坂断層の間には基盤の高まりがあり、連動させる必要がある
か否か、検討が必要。）

サイト名 断層名事業者名 委員意見 保安院の見解

事業者意見
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連動 追加調査 地震動
サイト名 断層名事業者名 委員意見 保安院の見解

事業者意見

・大陸棚外縁－Ｂ－
野坂断層と三方断
層

・大陸棚外縁～Ｂ～野坂断層と三
方断層は不連続であり、走向の
斜交角度は50度程度と大きく異な
る。
・三方断層の東側隆起の逆断層
の変形構造は、Ｂ断層に達してい
ない。
・三方断層は寛文地震時に動き、
ひずみを解消している。
・地質構造上、大陸棚外縁～Ｂ～
野坂断層と三方断層とは連動し
ない。

- -

・Ｂ断層と三方断層については、地下深部で断層面が近づく方向に傾斜しており、力学的な相互作用を検討する
必要がある。
・両断層の近接部分に落ち込みがあり、また、その規模は１ｋｍ程度であり、断層センスが変わる地点も確かでは
ないので、明確に連動を否定することはできない。

（要検討事項：Ｂ断層と三方断層については、地下深部で近づく方向に傾斜するとの指摘もある
ため、連動させる必要があるか否か、検討が必要。）

野坂断層と白木・丹
生断層 - - -
野坂断層とＣ断層

- - -
・Ｆｏ－Ｂ～Ｆｏ－Ａ断
層と熊川断層

・小浜湾で実施した海上音波探査
の結果、後期更新世以降の地層
に両断層が連続するような構造は
認められない。
・小浜湾のＢ層基底面には、ＦＯ
－Ａ断層と熊川断層が連続するよ
うな埋没地形は認められない。ま
た、Ｒ層上面は、小浜湾中央部付
近においてＮＥ－ＳＷ方向の高ま
りが内外海半島にかけて認めら
れ、ＦＯ－Ａ断層と熊川断層が連
続するような構造は認められな
い。
・熊川断層が小浜湾に延伸する
のであれば、断層端部付近では
バルジ状の高まりが認められると
考えられるが、Ｒ層上面は急に深
くなっており、熊川断層の端部を
示唆する隆起構造は認められな
い。
・地質構造上、ＦＯ－Ｂ～ＦＯーＡ
断層と熊川断層とは連動しない。

・熊川断層の西端の追加調査を
計画。（調査期間；８月末）
・小浜湾における追加調査を計
画（調査期間；８月末完了予定、
実施できるかどうか未定）

念のため、Ｆｏ－Ｂ～Ｆｏ－Ａ断層～熊
川断層の連動を考慮した地震動評価
を実施。

・熊川断層西端のボーリング調査及び反射法地震探査が行われているが、これらの情報は、いずれも断層の存
在を否定できる材料ではないと耐震バックチェックの時から指摘。
・Ｆｏ－Ｂ－Ｆｏ－Ａと熊川断層は、セグメントが切れることは間違いないと思うが、小浜湾にある孤立した短い活断
層（Ｆｏ－Ｃ断層）にステップして連動することも考慮しなければならない。

・Ｆｏ－Ｂ～Ｆｏ－Ａ断層と熊川断層については、念のために連動を考慮した地震動評価結果
（760ガル）が事業者より示されており、妥当と判断する。更に、この地震動を用いた施設の耐
震安全性評価の実施が必要。

・Ｃ断層と白木－丹
生断層

・Ｃ断層と白木－丹生断層は並走
している。
・Ｃ断層と白木－丹生断層は高角
で類似しており、近接して分布し
ている。
・同じ逆断層であり、一方の断層
が活動すると、もう一方の周辺に
蓄積されたひずみまたは応力が
解放されることで、両断層は同時
には活動しない。
・地質構造上、Ｃ断層と白木ー丹
生断層とは連動しない。

- -

・並行したこれらの逆断層は非常に近くにあり、いずれかが動けば、歪みが解消され連動するということは無いと
考える。

・Ｃ断層と白木－丹生断層については、連動を考慮する必要ない。

・Ｃ断層と三方断層 ・Ｃ断層及び三方断層はＢ断層に
つながる構造が認められないこと
から、Ｃ断層と三方断層は構造的
には不連続である。
・Ｃ断層と三方断層の間には、地
震本部の野坂断層帯が分布して
おり、また三方断層帯は別の起震
断層とされている。
・三方断層は寛文地震時に動き、
ひずみを解消している。
・地質構造上、Ｃ断層と三方断層
とは連動しない。

- -

・Ｃ断層と三方断層について、古文書によると、寛文の頃、早瀬から丹生浦付近まで隆起して水が引いたとある
が、三方断層の活動だけでは、この地殻変動量を説明できるか疑問である。

（要検討事項：Ｃ断層と三方断層については、寛文地震による早瀬から丹生浦付近までの隆起
量を踏まえると、連動させる必要があるか否か、検討が必要。）

（要検討事項：野坂断層と白木・丹生断層、野坂断層とＣ断層については、連動させる必要があ
るか否か、検討が必要。）

・断層の位置関係から、野坂断層からの破壊はＢ断層にはいかず、白木・丹生断層やＣ断層に移ると考える。これ
らの断層についてもr連動を検討してもらいたい。（３月２８日第１５回地震・津波意見聴取会のコメント）

2 ページ



連動 追加調査 地震動
サイト名 断層名事業者名 委員意見 保安院の見解

事業者意見

・三方断層と花折断
層

・花折断層はほぼ鉛直の右横ず
れ断層であるのに対して、三方断
層は東傾斜の逆断層であり、深
部では断層面が互いに離れると
いう関係にある。
・寛文地震では、日向断層が逆断
層で活動して、しばらく時間を置
いて花折断層北部が右横ずれ活
動をしたという、２つの別々の地
震が続発したと解釈する方が合
理的であるとされている。（西山ほ
か、2005）
・寛文地震で三方断層と花折断層
北部が動いたときに、間に挟まれ
ている熊川断層は動いていない。
・三方断層と花折断層は寛文地
震時に動き、ひずみを解消してい
る。
・地質構造上、三方断層と花折断
層とは連動しない。

- -

・寛文地震の際、三方断層と花折断層北部は約２時間遅れで動いているので、連動を考慮すべき。 ・三方断層と花折断層（北部）については、寛文地震の際、２時間ずれで連鎖的に破壊したと
されていることから、連動するものとし、地震動評価が必要。

日本原電(株) 敦賀発電所
（ＪＡＥＡもんじゅ、
関電(株)美浜発電
所）

和布-干飯崎沖断
層、甲楽城断層、
柳ヶ瀬断層、鍛冶屋
断層～関ヶ原断層

・和布－干飯崎沖断層と甲楽城
断層は、変位センスが異なる断層
であるが、地表付近で両断層は
連続し、傾斜角も連続的に変化し
ている可能性も踏まえ、同時活動
を考慮。
・山中断層については、地形調
査、ボーリング調査、大規模はぎ
取り調査の結果、活断層は存在し
ないことを確認。
・柳ヶ瀬断層と鍛冶屋断層の間で
は、地形的に分散し、反射法地震
探査、ボーリング調査の結果か
ら、活構造として不連続であること
を確認。

-

・念のため、和布-干飯崎沖断層、甲
楽城断層、柳ヶ瀬断層、鍛冶屋断層～
関ヶ原断層については、同時活動を考
慮。

・柳ヶ瀬断層と鍛冶屋断層の間の低地において、実施されている反射法地震探査及びボーリング調査の結果から
は、変動地形の有無について判断できない。
・山中断層におけるはぎ取り調査について、耐震バックチェックにおいては、露頭の地質学的観察から、活断層で
はないとしたが、河谷・尾根の系統的左屈曲等の変動地形学的な証拠を100％否定し、活断層ではないと断定す
るのは難しい。
・山中断層は、５ｋｍを弾力的に考慮すると、破壊が当該断層を飛び越えて連想する可能性があるのではないか。
・和布－干飯崎沖断層～鍛冶屋断層は、連動させるべきではないか。

（力学的検討について）
・連動を考慮しなければならない組み合わせの検討として力学的検討がなされているが、意味のある計算をすべ
き。

・和布-干飯崎沖断層、甲楽城断層、柳ヶ瀬断層、鍛冶屋断層～関ヶ原断層については、同
時活動を考慮した地震動評価が必要。
　なお、この同時活動に係る地震動評価結果の妥当性については、耐震バックチェックにお
いて基準地震動Ｓｓを下回ることを確認済み。

柳ヶ瀬断層とウツロ
ギ峠北方－池河内
断層

・柳ヶ瀬断層とウツロギ峠北方－
池河内断層は、変動地形や地質
構造の様相が異なっている。
・両者の間では活構造が不連続と
なる。 - -

・これまでは柳ヶ瀬断層が活動の中心であるという思いこみがあった。活動度の点から西側に活動性がシフトして
敦賀湾に入っていくというように考えるのが自然である。

ウツロギ峠北方－池
河内断層と浦底－
内池見断層

・両断層は、Ｃ層（中部更新統）上
面の台地状の高まりによって、断
層構造として不連続。
・甲楽城沖断層は甲楽城断層と
走向が類似する東傾斜の断層で
あり、甲楽城断層と一連の断層と
判断。
・甲楽城沖断層は浦底断層等と
の連動性の可能性検討は必要。
意見聴取会コメントを踏まえ、更
なる不確かさを考慮した力学的検
討を実施し判断する。

- -

・Ｆ－４１は分岐、Ｆ－３９は浦底の横ずれの本体。Ｆ－４５は、ウツロギ峠北方断層というバックトラストであり、Ｆ－
３９とＦ－４５の間は、ポップアップの様に盛り上がっている。
・浦底－柳ヶ瀬～鍛冶屋断層の連動も検討すべきではないか。また、浦底断層の北部について、海域のＦ－１７・
１８～Ｆ－１９～Ｆ－２８断層まで延長させる必要性がある。
・Ｆ－１７・１８～Ｆ－１９は、横ずれのセンスがあるのかもしれないが、甲楽城側を上げていたような逆断層のような
センスがあるので、Ｆ－２８は、多少性状が違うと考える。
・F-１７・１８、Ｆ－１９とＦ－２８はそれほど性状に違いは無く、距離も非常に近接しているので、甲楽城の一部とい
う見方もできるが、問題は、ウツロギ峠北方と浦底の挟まれているところに、Ｆ－２８が入っていること。更にウツロ
ギ峠北方と浦底はもっと近接している可能性もあり、特に安全側に立てば５ｋｍルールからも連動を考慮するしか
ないと判断している。
・柳ヶ瀬断層と鍛冶屋断層の間の低地において、実施されている反射法地震探査及びボーリング調査の結果から
は、変動地形の有無について判断できない。

・甲楽城沖セグメン
ト、ウツロギ峠北方
－池河内断層、浦
底－内池見断層、
柳ヶ瀬断層及び鍛
冶屋断層

・柳ヶ瀬山断層は、地形的や破砕
部性状から、考慮対象の断層で
はない。
（甲楽城沖断層、浦底－内池見断
層、ウツロギ峠北方－池河内断
層、柳ヶ瀬断層、鍛冶屋断層は前
述の通り）
・甲楽城沖断層から鍛冶屋断層
までの連動の可能性については、
更なる不確かさも考慮した力学的
検討で判断する。

- -

・甲楽城沖セグメント、ウツロギ峠北方－池河内断層、浦底－内池見断層、柳ヶ瀬山断層は一連のものとするとと
もに、柳ヶ瀬断層及び鍛冶屋断層との連動性を考慮すべき
・柳ヶ瀬断層は、南北で活動履歴が異なっており、北部は活動性が低下しつつあると考えることができる。
・甲楽城沖セグメントが、甲楽城断層と一体にも見えるし、浦底にも続くと判断すると、和布-干飯・甲楽城断層から
甲楽城沖セグメントを経て、浦底－内池見断層、柳ヶ瀬断層、鍛冶屋断層の連動も否定できないと考える。

・和布-干飯崎沖断層、甲楽城断層から甲楽城沖セグメント（海域のＦ－１７・１８、Ｆ－１９、Ｆ
－２８断層）、ウツロギ峠北方－池河内断層、浦底－内池見断層、柳ヶ瀬断層、鍛冶屋断層
については、以下のことから、連動するものとし、地震動評価が必要。
①甲楽城沖セグメント（海域のＦ－１７・１８、Ｆ－１９、Ｆ－２８断層）は、浦底断層（Ｆ－２１を含
む。）及びウツロギ峠北方からの距離が２～３ｋｍと非常に近く、浦底断層及びウツロギ峠北
方の一部と考えられること、
②柳ヶ瀬断層の活動が敦賀湾側にシフトしていること
③柳ヶ瀬断層と鍛冶屋断層の間の反射法地震探査結果からは、活断層が有るか無いか変
動地形の有無が判断できないこと
④甲楽城沖セグメントが、甲楽城断層と一体とも考えられること
⑤和布－干飯崎沖断層と甲楽城断層は既に連動を考慮していること
（要検討事項：池河内断層及び柳ヶ瀬断層南方に係る事業者による追加調査結果を踏まえた検
討が必要。）
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連動 追加調査 地震動
サイト名 断層名事業者名 委員意見 保安院の見解

事業者意見

内池見断層と敦賀
断層

・内池見断層と敦賀断層北部は
最新活動時期が異なっているとさ
れている（（岡田2000）、（杉山ら
1998）に基づく）。
・両断層は地下深部に向かって少
なくとも断層面が接近する関係に
はない。

- -

・内池見断層は南北走向の逆断層センス、敦賀断層は右横ずれセンスを示すが、それらの端点はかなり近い。ま
た、これらの断層端部の形状はよく似ているという観察記録がある。
・敦賀断層は西側が沈降しており、浦底－内池見断層とともに沈降盆地を形成。浦底－内池見断層と敦賀断層の
つなぎ目の箇所は、一様のセンスである。また両断層とも、敦賀平野の東縁を区切る箇所に位置している。両断
層が直交していても、一連のものと考えられる。

（力学的検討について）
・内池見断層は、南北の逆断層としてモデル化し、敦賀断層は90度から60度の範囲を考慮した感度解析をしても
らいたい。

・内池見断層と敦賀断層については、直交しているものの、両断層の貝合部は同様の上下セ
ンスであり、西側に沈降盆地を形成していることから、連動するものとし、地震動評価が必
要。

浦底－内池見断層
と白木－丹生断層

・両者の走向の斜交角度は40度
ほどで大きく異なり、地質構造上
連動しない。

- -

・両断層の走向、傾斜を見る限り、地下深部では近づいていく位置関係にある。連動すると考えた方が良いので
はないか。
・両断層の活動によって歪や応力が解消される領域は重なっているのと、両断層は連動しにくい位置関係にある
ことから、両方が同時にフルスケールの活動を行うことはないと考える。

・浦底－内池見断層と白木－丹生断層については、連動を考慮する必要は無い。

東京電力(株) 柏崎刈羽原子力
発電所

・長岡平野西縁断層
帯～山本山断層～
十日町盆地断層帯
西部

・地質構造上連動しない

- -

・長岡平野西縁断層帯～山本山断層～十日町盆地断層帯西部について連動性を考慮すべき 。
・断層の連動を考慮すべきか他の変動地形学等の学識経験者から見解を聴くことが必要。
 ・連動を検討する前に、片貝断層南端の段丘面の傾動レートを計算し、どこまで中位段丘面が続くのか確認すべ
き。片貝断層は、その位置まで伸びていると考えるのが自然である。

・長岡平野西縁断層帯と山本山断層と十日町盆地断層帯西部については、学識経験者への
ヒアリング結果も踏まえ連動するものとし、地震動評価が必要。

・Ｆ－Ｂ褶曲群、佐渡
島南方断層、Ｆ－Ｄ
断層、高田沖褶曲
群

・高田沖褶曲群、Ｆ－Ｄ褶曲群及
び佐渡島南方断層は、変形域が
大変近いため、連動を否定できな
い。 - -

・Ｆ－Ｄ断層と佐渡島南方断層の連動を考慮すべき
・高田沖褶曲群南端は、変形が認められない音波探査実施位置まで伸ばすこと。
・Ｆ－Ｂ褶曲群と佐渡島南方断層は、その走向、傾斜から地下深部で収れんしていると考えられるが、Ｆ－Ｂ褶曲
群は２００７新潟県中越沖地震時に応力解放されていると考えて連動を考慮すべきか検討が必要。

・Ｆ－Ｂ褶曲群、佐渡島南方断層、Ｆ－Ｄ断層及び高田沖褶曲群については、海上音波探査
の結果等から、連動するものとし、地震動評価が必要。
（要検討事項；Ｆ－Ｂ褶曲群については、2007新潟県中越沖地震の発生により応力解放されたと
の考えもあり、連動の対象に含めるか否か検討が必要。）

日本原電(株)
ＪＡＥＡ

東海第二発電所
東海再処理

・海域のＦ１断層と北
方陸域の断層

・Ｆ－１断層とその北方陸域の断
層の連動の可能性は否定できな
い。

・塩ノ平断層に近い北端部分の
地質構造について追加調査（調
査期間：３月末予定）

-

・沖積低地で変動地形が分からないのは当たり前なので、断層の連続性についての検討は、地表踏査だけでは
不十分であり、反射法地震探査や群列ボーリングを行わないと適切な判断はできない。（この指摘に対し、事業者
より、海域のＦ－１断層と車断層についての連動は考慮し、その北方延長部について追加調査する旨説明あり。）
・海上音波探査の記録について、今回提示されていないが海底まで変位が及んでいるように見える記録を、過去
に見たことがある。その記録を今回も提示すること。
・塩ノ平断層のように４．１１地震で応力が解放されたと考えられる箇所でも、60キロとか、100キロ近い断層の延
長上にあり、再来周期も不明確である場合には、連動を考慮しないことについて、慎重に判断するべき。
・地表地震断層が出現し応力解放されたと考えられる範囲は連動を考慮する必要はないと考えられるが、車断層
とF1断層については連動を考慮すべき。

・海域のＦ－１断層と陸域の塩ノ平断層北端部分までについては、反射法地震探査や群列
ボーリングが未実施であり、断層の連続性について判断できないことから、連動するものと
し、地震動評価が必要。
（要検討事項；塩ノ平断層については、４．１１地震の発生により応力解放されたとの考え方もあ
り、連動の対象に含めるか否か検討が必要。）

北陸電力(株) 志賀原子力発電
所

・海士岬沖断層帯と
笹波沖断層帯（東
部）

・地質構造上連動しない。

- -

・海士岬沖断層帯は、陸地に沿って笹波沖断層帯（東部）に近づいていく方向に伸びており、破壊経路には様々な
ケースが考えられ、地表面での活断層の配置から見れば、連動性を考えなければならない。しかし、笹波沖断層
帯は、２００７年能登半島地震の時に応力を相当程度解放して考えられるので、この部分は考慮しなくても良いの
ではないか。
・能登半島北縁と笹波沖断層帯は類似の構造を有しているため、地質構造のみに着目すると連動を検討せざるを
得ないが、前述のように笹波沖断層帯は、相当程度応力を解放して考えられるので、過剰な地震動評価をさせて
しまうおそれがあることにも留意が必要。

・笹波沖断層帯（東部）については、2007年能登半島沖地震の発生による応力解放されたと
考えられるため、笹波沖断層帯（東部）と海士岬沖断層帯は、連動を考慮する必要は無い。

・邑知潟南縁断層帯
～坪山－八野断層
～森本・富樫断層帯

・地質構造上連動しない。

- -

・邑知潟南縁断層帯と坪山－八野断層の間に位置する宝達山に断層があるのは間違いないが、これをもって繋
がらないとする理由にはならないと考える。
・邑知潟南縁断層帯と坪山－八野断層については、ハの字型の配置であると言うが、表層だけではないのか。地
下の構造は見えないけれども、重力構造などを見れば、つながっていると考える。
・邑知潟南縁断層帯と坪山－八野断層の南にある森本断層は、いずれも東傾斜の逆断層であり、同じテクトニク
スの下で形成されたと考えられることから、もっと南の方まで全体の地質構造等を示すこと。また、夏栗測線の反
射面の断層は非常に低角であり、バックスラストだけ見えているという意見もある。
・坪山－八野断層は、地質図を見ると、ドーム状構造の花崗岩の西縁を区切っている。この断層が、断面図で示さ
れたように西傾斜・西上がりであるとすれば、この辺りの地質分布や構造が説明できず、矛盾している。
・邑知潟南縁断層帯と坪山－八野断層は、切り分けられないし、更にすぐ南には森本・富樫断層帯がある。森本
までの連動も考慮すべき。森本までの連動を否定するのなら、森本まで含めた基本データを示し、十分な説明を
すること。

・邑知潟南縁断層帯、坪山－八野断層及び森本・富樫断層帯については、以下のことによ
り、連動させるものとし、地震動評価が必要。
①邑知潟南縁断層帯と坪山－八野断層は、ハの字型の配置であるのは表層部であり、重力
構造などから、つながっていると考えられること
②森本・富樫断層帯まで連動しないという説明が不足していること
（要検討事項；森本・富樫断層帯については、文献等による調査結果を基に、連動の対象とする
か否かについて検討が必要。）
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連動 追加調査 地震動
サイト名 断層名事業者名 委員意見 保安院の見解

事業者意見

・海士岬沖断層帯と
羽咋沖東撓曲

・地質構造上連動しない。

- -

・海士岬沖断層帯と羽咋沖東撓曲の傾斜が違うという理由だけで連動しにくいとは考えにくい。応力の変化等、具
体的な説明をすべき。

・海士岬沖断層帯と羽咋沖東撓曲については、連動させるものとし、地震動評価が必要。
（要検討事項；海士岬沖断層帯と羽咋沖東撓曲の応力変化等に伴う連動の可能性について検
討が必要。）

・猿山沖セグメントと
輪島沖セグメントと
珠洲沖セグメントと
禄剛セグメント

・地質構造上連動しない。

-

・連動させ、応答スペクトル法によって
比較し、Ｓｓを大きく下回ったため、スク
リーニングしたが、指摘を踏まえ、断層
モデルでの計算も示す。

・猿山沖の屈曲部の西端延長方向を横断する音波探査記録に断層等は認められないとしているが、断層はある
と考える。
・猿山沖～輪島沖～珠洲沖～禄剛は、セグメント区分されるのは事実だが、それが連動しないということは言えな
い。

・猿山沖セグメント、輪島沖セグメント、珠洲沖セグメント及び禄剛セグメンについては、各セ
グメントが近接して存在することから、連動させるものとし、応答スペクトル評価だけでなく、
断層モデルによる地震動評価が必要。
（要検討事項；3月１２日に事業者から示された上記セグメントの連動を考慮した応答スペクトル
による地震動評価結果は、基準地震動Ｓｓを下回っていたが、今後、断層モデルによる地震動評
価結果が事業者から報告され次第、その妥当性について評価が必要。）

・同上断層群と笹波
沖断層帯

・地質構造上連動しない。

-

・猿山沖セグメントを南に伸ばした場合
について、静力学的な検討を実施予

定。

・猿山沖セグメントの西端が笹波沖断層帯（東部）の方へ延びるのではないか。（この指摘に対し、事業者より、静
力学的な検討を実施する旨説明あり。）
・２００７能登半島地震に伴う応力解放を考慮するなら、現状の位置で止めても良いが、考慮しないならば、もう少
し検討が必要。重力異常から構造的にギャップがある旨の説明があったが、あまり参考にならない。

・笹波沖断層帯（東部）については、2007年能登半島沖地震の発生により応力解放されたと
考えられるため、笹波沖断層帯（東部）と猿山沖セグメントの連動を考慮する必要は無い。

中国電力(株) 島根原子力発電
所

・宍道断層と鳥取沖
西部断層

・地質構造上連動しない。

- -

・宍道断層に係る陸の調査については、資料を見る限り問題ないと考える。
・重力異常図のパターンを見ると、宍道断層の西方への延長は無いと考えるが、東方については、断層が海岸線
に沿って延長している可能性はないか。また、東方海域（鳥取沖西部断層西端）で浸食跡という解釈をしている
が、それを境に反射面の高さが異なっているように見えるので、この点も説明願いたい。
・鳥取沖西部断層の西側のM5測線には断層はないけれどもM6測線は気になる。特にシングル№２測線とM6測線
について再度確認をしていただきたい。
・NO.2測線及びＭ６測線において、浸食跡をまたいで北側が少し盛り上がっており、Ｓ３０想定位置まで、Ｂ層とＣ
層境界に変形が否定できない。
（上記意見に対し、事業者より、NO.2測線及びＭ６測線より西側のNo.4、No.3及び補のNo.4においては、B1層下面
が水平で、断層活動を示唆するものはない説明があり、鳥取沖西部断層を西方へ延長した地震動評価を行う旨
回答あり。）

・宍道断層と鳥取沖西部断層については、連動を考慮する必要はないが、鳥取沖西部断層
の西端を延長した箇所に浸食跡があり、それを境に反射面の高さが異なっていると考えられ
ることから、鳥取沖西部断層を西側に延長した地震動評価が必要。

・F－Ⅳ断層とF－Ⅲ
断層

・地質構造上連動しない。

-

・Ｆ－Ⅲ断層とＦ－ⅣとＦＫ－２断層を
念のため連動させた地震動評価を実
施。

・Ｆ－Ⅳ断層とＦ－Ⅲ断層の変形が弱くなるところに、バックスラストのＫ－７断層が反対側にある。Ｆ－Ⅴ断層、Ｆ
－Ⅳ断層、Ｆ－Ⅲ断層と一連の雁行した断層の末端が屈曲して破壊が止まる。この分布の形状を見る以上、やは
り連動を評価した方が妥当と思う。
・Ｆ－Ⅲ断層とＦ－Ⅳ断層は急傾斜をなす地質構造の縁に位置する。両断層の間には、断層は入っていないが、
構造自体がきれいに連続していて、両断層が全く別物とするのは考えにくい。Ｆ－Ⅲ断層とＦ－Ⅳ断層について
は、非常に近接しており、念のために連動するという安全側の解釈を取り入れるべき。
・Ｆ－Ⅲ断層とＦ－Ⅳ断層の間は、一様に低重力異常を示しており、両断層の影響を受けている場所なのかもしれ
ない。
・以前は５キロルールを厳格に適用していたので、今回の連動の見直しを踏まえると、連動すべきという意見に賛
成する。
・全長が５０ｋｍ以上なら、地形・地質の者から見ると、すべり量はもう少し大きくなると思う。（この意見に対し、事
業者より、強震動レシピに基づいているの回答あり。）

・Ｆ－Ⅲ断層、Ｆ－Ⅳ及びＦＫ－２断層については、非常に近接しており、また、急傾斜をなす
地質構造の縁に位置し、一様に低重力異常を示していることから、連動するものとし、地震動
評価が必要。
（要検討事項；上記断層の連動を考慮した断層モデルによる地震動評価の結果は、基準地震動
Ｓｓを下回っていたが、不確かさを考慮した地震動評価が必要。）

四国電力(株) 伊方原子力発電
所

別府湾－日出生断
層帯－石鎚山脈北
縁西部－伊予灘（敷
地前面海域の断層
群－伊予セグメント
－川上セグメント）－
讃岐山脈南縁－石
鎚山脈北縁東部－
紀淡海峡-鳴門海峡
－和泉山脈南縁－
金剛山地東縁

・連動するものとして評価してい
る。

-

・東側の３６０ｋｍと九州側の連動につ
いては、仮に連動したとしても、地震動
評価上結果が変わらないことを確認し
ており、今後検討結果を示す予定。

・九州側の別府湾-日出生断層帯についてどのように評価しているのか。最悪のケースも想定して、東側の３６０ｋ
ｍと九州側の連動を考えなくてよいのか。
・地震調査研究推進本部は、別府湾-日出生断層帯についても大幅に見直す予定。別府、大分辺りは大幅に変更
されると思うので、その議論も十分に反映してもらいたい。

・九州側の別府湾－日出生断層帯から金剛山地東縁まで連動するものとし、念のための地
震動評価が必要。
　なお、九州側の別府湾-日出生断層帯を除く、前面海域セグメントから金剛山地東縁まで連
動（360ｋｍ）させた地震動評価及び耐震安全性評価中間報告書で示された基準地震動Ss
（570ガル）は既に耐震バックチェックにおいて審議済み。
（要確認事項；九州側の別府湾-日出生断層帯セグメントまで連動させた地震動評価は敷地へ
の影響は無いものと考えるが、今後の地震調査推進本部の検討結果を踏まえた念のための確
認は必要。）

・石鎚山脈北縁西部
－伊予灘（敷地前面
海域断層群と伊予
セグメントと川上セ
グメント）

・連動するものとして評価してい
る。

-

・敷地前面海域の断層群と伊予セグメ
ントと川上セグメントを連動させた１３０
ｋｍの地震動評価を実施済。
・断層の傾斜角については基本震源モ
デルを５４ｋｍ鉛直とし、これを北傾斜
させたケースの地震動評価も実施済。
・１３０ｋｍの連動について、詳細な地
質調査結果からカスケードモデルを採
用し、念のため、スケーリングモデルに
よる地震動評価も実施済。
・１３０ｋｍ北傾斜スケーリングモデルに
ついては、断層面が敷地から遠ざかる
ことなどから１３０ｋｍ鉛直スケーリング
モデルとほぼ同レベルであることを簡
便的に確認している。

・敷地前面で３つのセグメントを連動させた１３０ｋｍについては、垂直な断層面のケースのみならず、北傾斜した
ケースもスケーリングで評価しておくべき。
・敷地前面海域の断層群、伊予セグメント、川上セグメントまでの１３０ｋｍの連動ケースについてはスケーリングと
カスケードの両方で評価しており、それ以上のケースについてはカスケードモデルで評価している。どこまでス
ケーリングで評価すれば良いかということは難しいが、地震発生層の厚さなどを考えると、１３０ｋｍの連動ケース
まで評価しているので良い。

・敷地前面海域の断層群、伊予セグメント及び川上セグメントについては、連動するものとし
地震動評価が必要。
　なお、敷地前面海域の断層群、伊予セグメント及び川上セグメントの連動（130ｋｍ）を考慮
した地震動評価及び耐震安全性評価中間報告書で示された基準地震動Ss（570ガル）の妥
当性については、既に耐震バックチェックにおいて審議済み。
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連動 追加調査 地震動
サイト名 断層名事業者名 委員意見 保安院の見解

事業者意見

九州電力(株) 玄海原子力発電
所

- - - - -

・敷地周辺に認められる耐震設計上考慮する活断層については、地質構造上の観点等から
連動を考慮する必要はない。

川内原子力発電
所

・Ｆ－Ａ断層 ・Ｆ－Ａは一つの断層と評価

-

・Ｆ－Ａ断層は一条の断層として地震
動評価

・Ｆ－Ａのように「く」の字型に屈曲する正断層は他にもあり、また、走向が変わるところの変位量が大きい。Ｆ－Ａ
は一つの断層とみるべき。このような例は、沖縄トラフや別府－島原地溝帯でも確認されている。
・変位量からも、Ｆ－Ａは一つの断層として問題無い。

・Ｆ－Ａ断層は、変量分布量等から、一つの断層として取り扱うこととする。
　なお、Ｆ－Ａ断層の地震動評価結果の妥当性については、既に耐震バックチェックにおい
て、審議済み。

・Ｆ－Ａ断層とＦ－Ｂ
断層

地質構造上連動しない。

-

・Ｆ－ＡとＦ－Ｂの連動を考慮した念の
ための地震動評価をバックチェックで
実施済。

・Ｆ－ＡとＦ－Ｂが連続するか否かが問題。現在、両断層を分断させているところの音波探査は、シングルチャンネ
ルである。推進本部では１つの断層として扱っている。

・Ｆ－Ａ断層とＦ－Ｂ断層については、連動するものとし地震動評価が必要。
　なお、Ｆ－Ａ断層とＦ－Ｂ断層については、地質構造上連続はしないものの、連動を考慮し
た地震動評価が実施されており、また、耐震安全性評価中間報告書で示された基準地震動
Ss（540ガル）の妥当性については、既に耐震バックチェックにおいて審議済み。
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